
第29回
定時株主総会
招集ご通知

開催
日時

2025年12月24日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

開催
場所

東京都千代田区丸の内三丁目２番１号
東京會舘 丸の内本舘７階「ロイヤル」

決議事項
第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役９名選任の件

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

第５号議案 会計監査人選任の件 株式会社オープンハウスグループ
証券コード 3288
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証券コード 3288
2025年12月５日

（電子提供措置の開始日 2025年12月１日）
株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
株式会社オープンハウスグループ
代表取締役社長 福 岡 良 介

第29回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第29回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第29回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
●当社ウェブサイト https://openhouse-group.co.jp/ir/library/library_05.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
●東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名（オープンハウスグループ）又は証券コード
（3288）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR 情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することが
できますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、
2025年12月23日（火曜日）午後６時までに議決権を行使いただきますようお願い申しあげま
す。

敬 具
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記
１．日 時 2025年12月24日（水曜日）午前10時

（受付開始：午前９時30分）
２．場 所 東京都千代田区丸の内三丁目２番１号

東京會舘 丸の内本舘７階「ロイヤル」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第29期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）事業報告、連

結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告
の件

２．第29期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）計算書類報告
の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役９名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 会計監査人選任の件

４．その他招集にあたっての決定事項
（1）代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様１名を代理人と

して株主総会にご出席いただけます。なお、代理人によるご出席の場合は、本人及び代
理人の議決権行使書用紙とともに、委任状を会場受付にご提出くださいますようお願い
申しあげます。

（2）議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされた
ものとして取り扱わせていただきます。

（3）書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インタ
ーネット等による議決権行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。なお、イ
ンターネット等による方法で複数回議決権行使された場合は、最後の行使を有効な行使
として取り扱わせていただきます。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎株主様へご送付している書面には、電子提供措置事項のうち、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、事業報告、
連結計算書類、計算書類の一部について記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、
監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、２、４、５号議案

賛成の場合 「賛」の欄に〇印
反対する場合 「否」の欄に〇印

第３号議案

全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
全員反対する場合 「否」の欄に〇印
一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。

※議決権行使書用紙はイメージです。

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

日　時

2025年12 24月 日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

株主総会に
ご出席される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切手を貼ら
ずにご投函ください。

行使期限

2025年12 23月 日（火曜日）
午後６時00分到着分まで

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

次ページの案内に従って、議案に
対する賛否をご入力ください。

行使期限

2025年12 23月 日（火曜日）
午後６時00分入力完了分まで

インターネット等で議決権を
行使される場合

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますよう
お願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

議決権行使書  
御中

XX個
株 主 総 会 日 　 　 　 　 　 議 決 権 の 数

議　 決　 権　 の　 数

基準日現在のご所有株式数

XX個

XX株

1.　

2.

○○○○○○○

○○○○○○○

××××年××月××日

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
XXXXX

XXXX-XXXX-XXXX-XXX見本
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インターネット等による議決権行使のご案内

https://evote.tr.mufg.jp/

ログインID・仮パスワードを
入力する方法QRコードを読み取る方法

１ 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。 １ 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

３ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

２ 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

「ログイン ID・
 仮パスワード」
 を入力
「ログイン」を
 クリック

※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

２ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワード
を入力することなく、議決権行使サイトにログインす
ることができます。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただ
くことが可能です。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト

議決権行使書  
御中

XX個
株 主 総 会 日 　 　 　 　 　 議 決 権 の 数

議　 決　 権　 の　 数

基準日現在のご所有株式数

XX個

XX株

1.　

2.

○○○○○○○

○○○○○○○

××××年××月××日

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
XXXXX

XXXX-XXXX-XXXX-XXX見本

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

2.

3.

4.　
）
線
取
切
（

○○○○○○○

見本
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と認識し、将来の事業展望と財務体質の強

化等を考慮しながら、安定した配当を継続実施していくことを基本方針としております。なお、
還元の指標としましては、自己株式の取得を合わせた総還元性向を40％としております。

この方針に基づき、第29期の期末配当につきましては、普通株式１株につき金94円とさせて
いただきたく存じます。これにより中間配当金84円を含めました当期の年間配当金は、１株に
つき金178円となります。

① 配当財産の種類
金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金94円 総額10,578,277,404円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年12月25日
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第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由

当社及び子会社の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまし
て、事業目的を変更するものです。

２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案

（目 的）
第２条 当会社は、次の事業を営む会社（外
国会社を含む。）、組合（外国における組合に
相当するものを含む。）その他これに準ずる事
業体の株式又は持分を取得又は所有すること
により、当該会社等の事業活動を支配及び管
理することを目的とする。
（１）〜（５） （条文省略）
（６）投資運用業
（７）第ニ種金融商品取引業
（８）〜（20） （条文省略）
２ 当会社は、前項各号に掲げる事業及び当
会社のグループに属する会社等に関する次の
事業を営むことができる。
（１）〜（４） （条文省略）

（目 的）
第２条 （現行どおり）

（１）〜（５） （現行どおり）
（６）金融商品取引業
（７）不動産投資顧問業
（８）〜（20） （現行どおり）
２ （現行どおり）

（１）〜（４） （現行どおり）
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第３号議案 取締役９名選任の件
現任取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役９名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位及び担当

１
ふく おか りょう すけ

福 岡 良 介 再任 代表取締役社長

2
かま た かず ひこ

鎌 田 和 彦 再任 代表取締役副社長

3
わか たび こう た ろう

若 旅 孝 太 郎 再任 専務取締役ＣＦＯ 兼 経営企画本部長

４
きく ち けん た

菊 池 健 太 再任 取締役 専務執行役員

5
むね まさ ひろ し

宗 正 浩 志 再任 取締役

６
あら い まさ あき

荒 井 正 昭 再任 取締役Ｆoｕｎｄｅｒ

7
いし むら ひとし

石 村 等 再任 社外 独立 取締役

8
おお まえ ゆう こ

大 前 由 子 再任 社外 独立 取締役

9
こ たに ま お こ

小 谷 真 生 子 再任 社外 独立 取締役

再任 再任取締役候補者
社外 社外取締役候補者
独立 独立役員候補者
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候補者
番 号

氏 名
生年月日

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

１

福
ふく

岡
おか

良 介
りょう すけ

1978年５月22日

2002年４月 当社 入社
2002年12月 株式会社創建ビルド（現 株式会社オープン

ハウス・ディベロップメント）入社
2006年12月 同社 代表取締役社長（現任）
2010年12月 当社 取締役
2016年４月 株式会社ＯＨリアルエステート・マネジメン

ト（現 株式会社オープンハウス・リアルエ
ステート）代表取締役社長（現任）

2018年１月 株式会社オープンハウス・アーキテクト
取締役 支配人

2018年４月 当社 取締役 常務執行役員
2021年12月 当社 取締役 専務執行役員
2025年４月 当社 代表取締役 専務執行役員
2025年10月 当社 代表取締役社長（現任）

878,300株

＜取締役候補者とした理由＞
当社入社以来、一貫して卓越した成果を収め、不動産業界における豊富な経験と深い知識を有して

おります。また、連結子会社の代表取締役を務めるなど当社グループの要職を務めながら、適切に職
務・職責を果たし、業績に貢献してまいりました。また、2025年10月に当社代表取締役社長に就任
以降も、当社経営の中核を担い、当社グループの成長を牽引しております。以上のことから、今後も
当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献し、取締役としての職務を適切に遂
行することができるものと判断いたしました。
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候補者
番 号

氏 名
生年月日

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

２

鎌
かま

田
た

和 彦
かず ひこ

1965年11月８日

1988年４月 株式会社リクルートコスモス（現 株式会社
コスモスイニシア）入社

1989年６月 株式会社インテリジェンス（現 パーソルキ
ャリア株式会社）設立取締役

1999年４月 同社 代表取締役社長
2008年５月 社団法人日本人材派遣協会 会長
2008年12月 株式会社インテリジェンス（現 パーソルキ

ャリア株式会社）相談役
2009年１月 株式会社シーモン（現 アート・クラフト・

サイエンス株式会社）取締役
2009年４月 同社 代表取締役会長
2015年12月 当社 取締役副社長
2016年12月 株式会社オープンハウス・アーキテクト

取締役（現任）
2018年５月 株式会社ＰＲ ＴＩＭＥＳ 社外取締役
2021年11月 株式会社オープンハウス準備会社（現 株式

会社オープンハウス）代表取締役社長（現
任）

2021年12月 株式会社オープンハウス・リアルエステート
取締役（現任）

2025年４月 当社 代表取締役副社長（現任）

127,300株

＜取締役候補者とした理由＞
当社代表取締役副社長として経営を担い、多くの企業経営への参画により培った幅広い経験と実績、

加えて人材マネジメント分野における高い見識を有しております。また、当社グループの持続的な発
展のための戦略立案に着実に取り組むなど、適切に職務・職責を果たし、業績に貢献してまいりまし
た。これらの経験や実績を活かし、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献
し、今後も取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。
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候補者
番 号

氏 名
生年月日

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

３

若
わか

旅
たび

孝太郎
こう た ろう

1976年１月24日

1998年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀
行）入行

2000年６月 スターバックスコーヒージャパン株式会社
入社

2009年８月 当社 入社
2010年12月 Open House Realty & Investments, Inc.

ＣＥＯ
2012年12月 同社 Director（現任）
2014年10月 当社 執行役員企画部長
2015年12月 当社 取締役 執行役員企画本部長
2016年12月 株式会社オープンハウス・アーキテクト

監査役
株式会社ＯＨリアルエステート・マネジメン
ト（現 株式会社オープンハウス・リアルエ
ステート）取締役（現任）
株式会社アイビーネット 取締役（現任）

2018年４月 当社 取締役 常務執行役員 管理本部長 兼
企画本部長

2018年10月 株式会社ホーク・ワン 監査役
2019年10月 同社 取締役（現任）
2020年６月 株式会社プレサンスコーポレーション

取締役（現任）
2021年11月 株式会社オープンハウス準備会社（現 株式

会社オープンハウス）取締役
2021年12月 当社 専務取締役ＣＦＯ 兼 経営企画本部長

（現任）
2023年11月 株式会社三栄建築設計（現 株式会社メルデ

ィア）取締役（現任）

266,100株

＜取締役候補者とした理由＞
当社コーポレート部門の責任者を務め、企業経営における豊富な経験と深い知識を有しております。

また、当社グループのサステナビリティ経営を推進するなど、適切に職務・職責を果たし、業績に貢
献してまいりました。これらの経験や実績を活かし、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業
価値の向上に貢献し、今後も取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしま
した。
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候補者
番 号

氏 名
生年月日

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

４

菊
きく

池
ち

健 太
けん た

1983年10月24日

2006年４月 当社 入社
2014年10月 株式会社オープンハウス・ディベロップメン

ト 執行役員 建設事業部長
2015年12月 株式会社アサカワホーム（現 株式会社オー

プンハウス・アーキテクト）取締役
2018年４月 株式会社オープンハウス・ディベロップメン

ト 常務執行役員 建設事業部長
2018年10月 株式会社ホーク・ワン 取締役
2019年10月 同社 代表取締役社長
2021年12月 当社 常務執行役員

株式会社オープンハウス・ディベロップメン
ト 取締役 建設事業部長（現任）

2023年11月 株式会社ホーク・ワン 取締役（現任）
株式会社三栄建築設計（現 株式会社メルデ
ィア） 代表取締役社長（現任）

2024年12月 当社 取締役 常務執行役員
2025年４月 当社 取締役 専務執行役員（現任）

269,400株

＜取締役候補者とした理由＞
当社入社以来、一貫して卓越した成果を収め、不動産・建設業界における豊富な経験と深い知識を

有しております。また、M＆Aにより当社グループに加入した連結子会社の代表取締役を歴任するな
ど、当社グループの要職を務めながら、適切に職務・職責を果たし、業績に貢献してまいりました。
これらの経験や実績を活かし、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献し、
今後も取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。
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候補者
番 号

氏 名
生年月日

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

5

宗
むね

正
まさ

浩 志
ひろ し

1962年２月１日

1985年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀
行）入行

2009年４月 同行 市場資金部長
2013年４月 同行 執行役員 市場営業統括部長
2015年４月 同行 常務執行役員 市場営業部門副責任役員
2018年４月 同行 専務執行役員 市場営業部門統括責任役

員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
執行役専務 市場事業部門長

2020年４月 株式会社三井住友銀行 上席顧問
2021年３月 当社 顧問
2021年６月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社

（現 ミライドア株式会社） 社外取締役
2021年12月 当社 取締役（現任）

1,200株

＜取締役候補者とした理由＞
長年にわたり、金融業界における市場営業、業務企画等の幅広い業務に携わり、豊富な経験と深い

知識を有しております。また、金融市場の分析並びに財務戦略の立案等を行うなど、適切に職務・職
責を果たし、業績に貢献してまいりました。これらの経験や実績を活かし、当社グループの持続的な
成長と中長期的な企業価値の向上に貢献し、今後も取締役としての職務を適切に遂行することができ
るものと判断いたしました。
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候補者
番 号

氏 名
生年月日

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

６

荒
あら

井
い

正 昭
まさ あき

1965年10月29日

1987年10月 株式会社ユニハウス 入社
1997年９月 当社 代表取締役社長
2000年９月 創建ビルド有限会社（現 株式会社オープン

ハウス・ディベロップメント）取締役
2007年８月 株式会社アイビーネット 取締役
2010年９月 Open House Realty & Investments, Inc.

Director
2011年10月 株式会社ＯＨリアルエステート・マネジメン

ト（現 株式会社オープンハウス・リアルエ
ステート）取締役

2015年１月 株式会社アサカワホーム（現 株式会社オー
プンハウス・アーキテクト）取締役

2018年10月 株式会社ホーク・ワン 取締役
2025年10月 当社 取締役 Founder（現任）

40,437,200株

＜取締役候補者とした理由＞
当社創業者として、強いリーダーシップを発揮し、当社グループの発展を牽引してまいりました。

また、不動産業界に精通しており、高い見識と優れた経営能力を活かし、長年代表取締役として、当
社の重要な業務執行の意思決定に深く携わるとともに、様々な経営課題に対して着実に取り組むな
ど、適切に職務・職責を果たし、業績に貢献してまいりました。今後も新たな経営戦略・成長戦略の
企画立案等により、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献し、取締役とし
ての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。
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候補者
番 号

氏 名
生年月日

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

７

石
いし

村
むら

等
ひとし

1953年５月19日

1976年４月 株式会社埼玉銀行（現 株式会社りそな銀行）
入行

2006年６月 同行 代表取締役副社長
2009年６月 大栄不動産株式会社 取締役 兼 副社長執行

役員 ビル事業本部長・住宅事業部管掌
2010年６月 同社 代表取締役社長
2014年６月 同社 代表取締役社長 兼 社長執行役員
2015年12月 当社 社外取締役（現任）
2018年６月 株式会社地域経済活性化支援機構 社外取締

役（現任）
2025年６月 大栄不動産株式会社 代表取締役会長（現任）

ー

＜社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要＞
金融機関、不動産会社における経営者としての豊富な経験と深い知識をもとに、独立した立場から

取締役会の意思決定の妥当性・適切性を確保するための監督・助言等を行っております。これらの経
験、実績から、今後も当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしまし
た。選任後は、引き続き上記の役割を果たすことを期待しております。
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候補者
番 号

氏 名
生年月日

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

８

大
おお

前
まえ

由 子
ゆう こ

1966年２月17日

1996年４月 弁護士登録
上林法律事務所 入所

2003年４月 弁護士法人キャスト（現 弁護士法人瓜生・
糸賀法律事務所）入所

2003年６月 同法人 パートナー（現任）
2005年９月 株式会社リヴァンプ 社外監査役
2006年７月 特定非営利活動法人あい・ぽーとステーショ

ン 理事
2012年７月 同法人 監事（現任）
2020年６月 公益財団法人利根川・荒川水源地域対策基金

評議員（現任）
2020年12月 当社 社外取締役（現任）
2025年４月 日本弁護士連合会 常務理事（現任）

第一東京弁護士会 副会長（現任）

ー

＜社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要＞
弁護士としての豊富な経験と深い知識をもとに、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・

適正性を確保するための監督・助言等を行っております。なお、大前由子氏は過去に社外役員以外の
方法で会社経営に関与した経験はありませんが、これらの経験、実績から、今後も当社の社外取締役
としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。選任後は、引き続き上記の役割を果
たすことを期待しております。
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候補者
番 号

氏 名
生年月日

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

９

小
こ

谷
たに

真生子
ま お こ

1965年３月４日

1986年４月 日本航空株式会社 入社
1990年４月 NHK総合「モーニングワイド」 メインキャ

スター
1998年４月 テレビ東京「WBS（ワールドビジネスサテ

ライト）」 メインキャスター
BSジャパン「小谷真生子のKANDAN」イン
タビュアー

2005年４月 特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画
WFP協会 顧問

2013年４月 世界経済フォーラム（WEF）
International Media Council メンバー

2014年４月 BSジャパン「日経プラス10」 メインキャス
ター

2015年４月 経済協力開発機構（OECD）年次総会モデレ
ーター

2018年６月 一般財団法人トヨタ・モビリティ基金 理事
2020年３月 BSテレ東「SDGsが変えるミライ〜小谷真生

子の地球大調査〜」 メインキャスター
2020年12月 当社 社外取締役（現任）
2021年６月 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社

社外取締役（現任）
2022年４月 HITOWAホールディングス株式会社 社外取

締役
特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画
WFP協会 理事（現任）

ー

＜社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要＞
長期にわたり情報報道番組のキャスターを務め、政治・経済・国際関係・社会等にかかる問題を幅

広く提起してきた豊富な経験と深い知識をもとに、当社の経営並びにサステナビリティについて有益
な助言や業務執行に対する適切な監督・助言等を行っております。これらの経験、実績から、今後も
当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。選任後は、引き続
き上記の役割を果たすことを期待しております。

2025年11月26日 09時54分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 17 ―

（注）１．大前由子氏の戸籍上の氏名は、向井田由子であります。
２．石村等氏、大前由子氏及び小谷真生子氏は、社外取締役候補者であります。
３．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
４．石村等氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の

時をもって10年となります。大前由子氏及び小谷真生子氏は、現在、当社の社外取締役であります
が、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年となります。

５．当社は、石村等氏、大前由子氏及び小谷真生子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額又は500万円のいずれか高い額として
おり、各氏の再任が承認された場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。

６．当社は、石村等氏、大前由子氏及び小谷真生子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届
け出ております。各氏の再任が承認された場合は、各氏を引き続き独立役員とする予定であります。

７．当社は、現任取締役である候補者各氏を被保険者に含む会社法第430条の３第１項に規定する役員等
賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこ
と又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により
填補することとしております。各氏の再任が承認された場合、当該保険契約の被保険者となります。
なお、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

（ご参考）取締役のスキル・マトリックス
本議案が原案どおり承認可決された場合における、取締役の専門性と経験は次のとおりとなります。

氏名 社外
経営経験・
事業戦略・
Ｍ＆Ａ

当社事業・
業界経験 ＥＳＧ

法務・
リスクマ
ネジメント

財務・
会計

イノベー
ション・

テクノロジー
福 岡 良 介 ● ●
鎌 田 和 彦 ● ● ● ●
若 旅 孝太郎 ● ● ● ● ●
菊 池 健 太 ● ●
宗 正 浩 志 ● ●
荒 井 正 昭 ● ●
石 村 等 ● ● ● ●
大 前 由 子 ● ● ●
小 谷 真生子 ● ●

※本表は、取締役候補者が有する全ての専門性・経験を表すものではありません。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いする

ものであります。
なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により

その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
生年月日

略 歴
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

馬
ま

渕
ぶち

亜紀子
あ き こ

1974年６月18日

2003年10月 弁護士登録
東京銀座法律事務所 入所

2004年10月 小笠原国際総合法律事務所 入所
2005年10月 阪本・馬渕法律事務所 入所（現任）
2008年９月 株式会社リアリット 社外監査役
2013年６月 日本アセットマーケティング株式会社

社外監査役
2014年６月 同社 社外取締役
2017年６月 同社 社外取締役（監査等委員）

ー

＜補欠の社外監査役候補者とした理由＞
弁護士としての豊富な経験を持ち、また、社外監査役を複数務めるなど、企業法務に関する深い知

識を有しております。なお、馬渕亜紀子氏は過去に社外役員以外の方法で会社経営に関与した経験は
ありませんが、これらの経験、実績から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるも
のと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．馬渕亜紀子氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．馬渕亜紀子氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額
又は500万円のいずれか高い額を限度とする契約を締結する予定であります。

４．馬渕亜紀子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役
に就任した場合には、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定でおり
ます。

５．当社は、現任監査役を被保険者に含む会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を
保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追
及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとして
おります。馬渕亜紀子氏が監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められること
となります。
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第５号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本総会終結の時をもって任期満了によ

り退任いたします。
つきましては、監査役会の決定に基づき、新たにEY新日本有限責任監査法人を会計監査人に

選任することにつき、ご承認をお願いしたく存じます。
なお、監査役会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、新たな視

点での監査が期待できることに加え、グローバルに活動する不動産会社に対する監査実績、独立
性、専門性及び品質管理体制等を総合的に検討した結果、同監査法人が適任であると判断したた
めであります。
会計監査人候補者は次のとおりであります。

（2025年６月30日現在）
名 称 EY新日本有限責任監査法人

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号

沿 革

2000年４月 太田昭和監査法人とセンチュリー監査法人が合併し、監査
法人太田昭和センチュリーを設立

2001年７月 法人名称を監査法人太田昭和センチュリーから新日本監査
法人に変更

2008年７月 有限責任監査法人に移行し、法人名称を新日本監査法人か
ら新日本有限責任監査法人に変更

2018年７月 法人名称を新日本有限責任監査法人からEY新日本有限責任
監査法人に変更

概 要

資本金 1,221百万円
構成人員 公認会計士 3,061名

公認会計士試験合格者等 1,396名
その他 2,060名
合計 6,517名

関与会社数 3,805社
事務所等 国内：東京ほか 計17カ所

海外：ニューヨークほか 計42カ所

以 上
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事 業 報 告

（2024年10月 １ 日から）2025年 ９ 月30日まで

１．企業集団の現況
（１）当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、物価上昇の影響はあるものの、日経平均株価は

２年続けて最高値を更新するなど総じて良好な状況が続いております。個人消費は、雇
用、所得環境の改善を受けて持ち直しの動きがみられ、消費者物価も上昇しております。
また、企業収益は改善傾向にあり、業況判断は良好な水準を維持しつつ、設備投資も緩や
かに持ち直しております。加えて、公共投資は堅調に推移するなど、一部に弱めの動きは
みられるものの、景気は緩やかに回復しております。
当社グループが属する不動産業界につきましても、景気の緩やかな回復並びに緩和的な

金融環境を背景として、全国平均の地価は住宅地、商業地のいずれも４年連続の上昇とな
り、その上昇幅も拡大しております。中でも、三大都市圏の上昇幅は大きく、上昇基調が
続いております。住宅地におきましては、都市中心部で生活利便性に優れた地域における
住宅需要は引き続き堅調であり、特に東京、大阪の中心部の地価は高い上昇を示しており
ます。商業地におきましては、主要都市の店舗、ホテルの需要が堅調なほか、オフィス賃
料の上昇による収益性の向上もあり、地価の上昇は継続しております。
このような事業環境のもと、当社グループは2023年11月に策定した「３カ年の経営方

針（2024年９月期〜2026年９月期）」に掲げる経営目標の達成を目指して業務に取り組
んでまいりました。
これらの結果、当連結会計年度における業績は、売上高は1,336,468百万円（前連結会

計年度比3.1％増）、営業利益は145,933百万円（同22.5％増）、経常利益は139,491百
万円（同16.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は100,670百万円（同8.3％増）
となりました。
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セグメント別の概況は次のとおりであります。
なお、当連結会計年度より、「メルディア」セグメントを廃止し、既存の事業セグメン

トに集約することにより、報告セグメントの区分を変更しております。また、前連結会計
年度のセグメント情報についても変更後の区分方法により作成しており、その数値を用い
て前年同期比を算出しております。

（戸建関連事業）
戸建関連事業につきましては、当社グループの展開エリアにおける戸建住宅に対する需要

の回復に加え、前連結会計年度に取り組んだ在庫の入替えが奏功したことにより、売上高は
伸長し、売上総利益率の改善が顕著となっております。
その結果、売上高は671,339百万円(前連結会計年度比2.8％増)、営業利益は69,507百万

円(同36.9％増)となりました。

（マンション事業）
マンション事業につきましては、マンション用地及び資材価格の著しい上昇を背景とし

て、用地取得の意思決定を慎重に行いました。そのため、売上高は前連結会計年度を下回る
ことになりましたが、マンションに対する高い需要を背景として、販売が順調に推移したこ
とにより売上総利益率は改善しております。
その結果、売上高は68,810百万円(前連結会計年度比22.9％減)、営業利益は8,047百万

円(同24.5％減)となりました。

（収益不動産事業）
収益不動産事業につきましては、当社グループが顧客とする事業法人、富裕層が投資対象

とする賃貸マンション、オフィスビル等に対する高い需要を背景として、売上総利益率が改
善いたしました。
その結果、売上高は218,420百万円(前連結会計年度比5.9％減)、営業利益は23,196百万

円(同31.4％増)となりました。
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（その他）
その他につきましては、日本の富裕層における資産分散を目的とするアメリカ不動産に対

する投資需要が高く、販売は順調に推移いたしました。
その結果、売上高は151,111百万円(前連結会計年度比24.5％増)、営業利益は15,743百

万円(同41.0％増)となりました。

（プレサンスコーポレーション）
プレサンスコーポレーションにつきましては、主要販売エリアの近畿圏、東海・中京圏に

おいて、好立地の投資用及びファミリーマンションの販売に注力いたしました。
その結果、売上高は226,755百万円(前連結会計年度比13.2％増)、営業利益は28,720百

万円(同1.3％増)となりました。

② 設備投資の状況
特記すべき事項はありません。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度においては、2025年３月に資金調達の多様化及び財務安定化のため、

シンジケートローン等による長期資金（600億円）を固定金利にて調達いたしました。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。
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⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
当社は、連結子会社である株式会社プレサンスコーポレーションに対して、両社の連携

をより強固なものとし、さらなる経営資源の相互活用や意思決定の迅速化を図ることを目
的として、2025年１月に金融商品取引法に基づく公開買付を実施したこと及びその後の
株式売渡請求の効力発生により、同社株式の総議決権の36.58％を追加取得し、同年４月
に同社を完全子会社といたしました。
当社の連結子会社である株式会社メルディアは、首都圏での戸建住宅に関する事業基盤

を一層強固なものにすることを目的として、2025年４月に、地域密着型の戸建住宅メー
カー及びリフォーム事業者である株式会社永大ホールディングスの全株式を取得し、同社
及びその子会社である株式会社永大を含む３社を完全子会社といたしました。
（注）2025年８月に、株式会社永大を存続会社、株式会社永大ホールディングス及びその子会社１社を

消滅会社とする吸収合併が実施されております。

（２）財産及び損益の状況

区 分 第 26 期
（2022年９月期）

第 27 期
（2023年９月期）

第 28 期
（2024年９月期）

第 29 期
（当連結会計年度）
（2025年９月期）

売 上 高 （百万円） 952,686 1,148,484 1,295,862 1,336,468

経 常 利 益 （百万円） 121,166 136,927 120,283 139,491
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 （百万円） 77,884 92,050 92,921 100,670

１株当たり当期純利益 （円） 626.24 763.72 782.60 875.20

総 資 産 （百万円） 1,031,174 1,198,668 1,282,090 1,412,001

純 資 産 （百万円） 395,702 480,416 535,919 538,834

１株当たり純資産 （円） 2,802.19 3,448.66 3,982.75 4,777.42

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。
２．１株当たり純資産は、期末発行済株式総数により算出しております。
３．第28期より株式会社メルディア及びその連結子会社の財産及び損益が含まれております。
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（３）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス 100百万円 100％ 戸建関連事業
その他

株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス ・
デ ィ ベ ロ ッ プ メ ン ト 101百万円 100％ 戸建関連事業

マンション事業
株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス ・
リ ア ル エ ス テ ー ト 101百万円 100％ 収益不動産事業

株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス ・
ア ー キ テ ク ト 101百万円 100％ 戸建関連事業

株 式 会 社 ホ ー ク ・ ワ ン 101百万円 100％ 戸建関連事業

株 式 会 社 ア イ ビ ー ネ ッ ト 101百万円 100％ その他

Open House Realty & Investments, Inc. １百万ドル 100％ その他

株 式 会 社 プ レ サ ン ス
コ ー ポ レ ー シ ョ ン 7,886百万円 100％ プレサンス

コーポレーション

株 式 会 社 メ ル デ ィ ア 1,340百万円 100％ 戸建関連事業
収益不動産事業、その他

（注）１．2025年１月に連結子会社の株式会社プレサンスコーポレーションに対して、金融商品取引法に基づ
く公開買付を開始したこと及びその後の株式売渡請求の効力発生により、同社は同年４月に当社の完
全子会社となりました。

③ 当事業年度末日における特定完全子会社の状況
会 社 名 住 所 帳簿価額の合計額 当社の総資産額

株式会社プレサンス
コ ー ポ レ ー シ ョ ン 大阪府大阪市中央区城見一丁目２番２７号 126,359百万円 504,770百万円
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（４）対処すべき課題
当社グループは、2023年11月、今後の経営方針及び戦略の策定にあたり、今後対処すべ

き課題として、以下のマテリアリティ（重要課題）を設定いたしました。

マテリアリティ（重要課題）
１．ガバナンス、コンプライアンスの改革
２．顧客満足の向上
３．人材採用の強化
４．サステナブルな社会及び企業の成長
（１）人的資本の価値最大化
（２）健康と安全な暮らしの実現
（３）脱炭素社会への貢献

当社グループは、上記のマテリアリティに掲げる課題解決に継続的に取り組み、更なる企
業価値の向上並びに持続的な成長を目指してまいります。

（５）主要な事業内容（2025年９月30日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

戸 建 関 連 事 業 新築一戸建住宅を中心とした売買仲介・開発・分譲・建築請負

マ ン シ ョ ン 事 業 マンションの開発・分譲

収 益 不 動 産 事 業 収益不動産の取得・運用・販売

そ の 他 アメリカ不動産事業、その他

プレサンスコーポレーション マンションの開発・分譲
（注）当連結会計年度より、従来あった「メルディア」セグメントを廃止し、既存の事業セグメントに集約する

ことにより、報告セグメントの区分を変更しております。
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（６）主要な営業所（2025年９月30日現在）
① 当社

本社：東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
② 子会社

会 社 名 本 社

株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス 東京都渋谷区

株式会社オープンハウス・ディベロップメント 東京都千代田区

株式会社オープンハウス・リアルエステート 東京都千代田区

株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス ・ ア ー キ テ ク ト 東京都中野区

株 式 会 社 ホ ー ク ・ ワ ン 東京都杉並区

株 式 会 社 ア イ ビ ー ネ ッ ト 大阪府大阪市淀川区

Open House Realty & Investments, Inc. 米国カリフォルニア州ロサンゼルス

株 式 会 社 プ レ サ ン ス コ ー ポ レ ー シ ョ ン 大阪府大阪市中央区

株 式 会 社 メ ル デ ィ ア 東京都新宿区
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（７）使用人の状況（2025年9月30日現在）
① 企業集団の使用人の状況
セ グ メ ン ト の 名 称 使 用 人 数 前 年 度 末 比 増 減

戸 建 関 連 事 業 3,660 （338）名 − （−）

マ ン シ ョ ン 事 業 280 （21）名 − （−）
収 益 不 動 産 事 業 255 （38）名 − （−）
そ の 他 813 （108）名 − （−）
プ レ サ ン ス コ ー ポ レ ー シ ョ ン 1,165 （34）名 − （−）
全 社 （共 通） 447 （63）名 − （−）
合 計 6,620 （601）名 513名増 （63名減）

（注）１．使用人数は就業人員（当社グループから社外への出向者を除き、社外から当社グループへの出向者を
含む。）であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員を含む。）は、最近１年間の平均人員を
（ ）外数で記載しております。

２．当連結会計年度より、メルディアセグメントを廃止し、他セグメントに集約したため、セグメント別
の前年度末比増減は記載しておりません。

② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

307名 23名増 34.7歳 4.5年
（注）使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。
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（８）主要な借入先の状況（2025年９月30日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 203,676百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 192,799百万円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 54,067百万円
株 式 会 社 り そ な 銀 行 43,366百万円
株 式 会 社 あ お ぞ ら 銀 行 20,544百万円
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 18,447百万円

（９）その他企業集団の現況に関する重要な事項
当社の連結子会社である株式会社プレサンスコーポレーションは、東京証券取引所スタン

ダード市場に株式を上場しておりましたが、当社による公開買付け及びその後の株式売渡請
求により、2025年３月をもって上場廃止となっております。
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２．会社の現況
（１）株式の状況（2025年９月30日現在）

① 発行可能株式総数 325,200,000株
② 発行済株式の総数 120,709,700株
③ 株主数 7,295名
④ 大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

荒 井 正 昭 38,237,200株 33.97％

いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド 15,242,100株 13.54％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 9,867,800株 8.76％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 3,303,000株 2.93％

JP MORGAN CHASE BANK 385864 2,960,492株 2.63％

JP MORGAN CHASE BANK 385632 2,204,660株 1.95％

特定有価証券信託受託者 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 2,200,000株 1.95％

今 村 仁 司 1,708,700株 1.51％

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 1,368,981株 1.21％

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1,276,138株 1.13％

（注）１．特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行の所有株式数2,200,000株については、委託者兼
受益者を当社取締役の荒井正昭氏、受託者を株式会社SMBC信託銀行とする株式の管理を目的とした
信託契約にかかるものです。そのため、荒井正昭氏の実質の所有株式数は40,437,200株、その割合
は35.93％となります。

２．当社は自己株式を8,174,834株保有しております。
３．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
該当事項はありません。
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（２）新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新

株予約権の状況
第９回新株予約権

(株式報酬型)
第10回新株予約権

(株式報酬型)
第11回新株予約権

(税制適格)
第12回新株予約権

(株式報酬型)

発行決議日 2023年１月19日 2024年１月22日 2024年４月15日 2025年１月20日
新株予約権の数 533個 758個 1,394個 624個
新株予約権の目的となる
株式の種類と数

普通株式
53,300株

普通株式
75,800株

普通株式
139,400株

普通株式
62,400株

新株予約権の行使時の
払込金額

1株あたり
１円

1株あたり
１円

１株あたり
5,034円

1株あたり
１円

新株予約権の行使期間
2023年２月10日

から
2053年２月９日

まで

2024年２月9日
から

2054年２月8日
まで

2026年５月24日
から

2034年４月15日
まで

2025年２月8日
から

2055年２月7日
まで

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組
入額

発行価格
3,281円
資本組入額
1,641円

発行価格
2,883円
資本組入額
1,442円

発行価格
5,034円
資本組入額
2,517円

発行価格
3,071円
資本組入額
1,536円

新株予約権の行使の条件 （注）１、3 （注）１、3 （注）２、３ （注）１、3

役員の
保 有
状 況

取締役
（社外取締役を除く）

個数 400個
保有者数 ６名

個数 555個
保有者数 ６名

個数 ７個
保有者数 １名

個数 442個
保有者数 ６名

社外取締役 ー ー ー ー

監査役 ー ー 個数 ５個
保有者数 １名 ー

（注） １．新株予約権者は、権利行使期間内において、新株予約権を割り当てられた時点での当社における取締
役又は執行役員の地位を退任した日（新株予約権者が新株予約権の割当時に取締役及び執行役員の地
位を兼務する場合は、取締役の地位を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当時に執行役
員の地位にあった場合で、執行役員の退任と同時に取締役に就任したときは、取締役の地位を退任し
た日とし、新株予約権者が新株予約権の割当時に執行役員の地位にあった場合で、当該割当後に取締
役の地位を兼務することとなったときは、取締役の地位を退任した日とする。）の翌日から30日（30
日目が休日に当たる場合には前営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行
使することができるものとする。

２．新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員その他これに
準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了により退任又は定年退職した場合、あ
るいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

３．その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約
に定めるところによる。
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② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
第12回新株予約権

(株式報酬型)
第13回新株予約権

(税制適格)

発行決議日 2025年１月20日 2025年５月14日

新株予約権の数 624個 821個

新株予約権の目的となる株式の種
類と数 普通株式 62,400株 普通株式 82,100株

新株予約権の行使時の払込金額 １株あたり１円 １株あたり6,474円

新株予約権の行使期間 2025年２月8日から
2055年２月7日まで

2027年６月６日から
2035年５月14日まで

新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額

発行価格 3,071円
資本組入額 1,536円

発行価格 6,474円
資本組入額 3,237円

新株予約権の行使の条件 （注）１、３ （注）２、３

使用人等への
交付状況

当社使用人
新株予約権の数 182個
目的となる株式数 18,200株
交付者数 ８名

新株予約権の数 126個
目的となる株式数 12,600株
交付者数 16名

子会社の
役員及び使用人 ー

新株予約権の数 695個
目的となる株式数 69,500株
交付者数 72名

（注） １．新株予約権者は、権利行使期間内において、新株予約権を割り当てられた時点での当社における取締
役又は執行役員の地位を退任した日（新株予約権者が新株予約権の割当時に取締役及び執行役員の地
位を兼務する場合は、取締役の地位を退任した日とし、新株予約権者が新株予約権の割当時に執行役
員の地位にあった場合で、執行役員の退任と同時に取締役に就任したときは、取締役の地位を退任し
た日とし、新株予約権者が新株予約権の割当時に執行役員の地位にあった場合で、当該割当後に取締
役の地位を兼務することとなったときは、取締役の地位を退任した日とする。）の翌日から30日（30
日目が休日に当たる場合には前営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行
使することができるものとする。

２．新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の役員又は従業員その他これに準
ずる地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了により退任又は定年退職した場合、ある
いは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

３．その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約
に定めるところによる。
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（３）会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2025年９月30日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 荒 井 正 昭 −

代表取締役副社長 鎌 田 和 彦
株式会社オープンハウス 代表取締役社長
株式会社オープンハウス・リアルエステート 取締役
株式会社オープンハウス・アーキテクト 取締役

代 表 取 締 役 福 岡 良 介
専務執行役員
株式会社オープンハウス・ディベロップメント 代表取締役社長
株式会社オープンハウス・リアルエステート 代表取締役社長

専務取締役ＣＦＯ 若 旅 孝太郎

経営企画本部長
株式会社オープンハウス・リアルエステート 取締役
株式会社ホーク・ワン 取締役
株式会社アイビーネット 取締役
Open House Realty & Investments, Inc. Director
株式会社プレサンスコーポレーション 取締役
株式会社メルディア 取締役

取 締 役 菊 池 健 太

専務執行役員
株式会社オープンハウス・ディベロップメント 取締役
株式会社ホーク・ワン 取締役
株式会社メルディア 代表取締役社長

取 締 役 宗 正 浩 志 −
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 石 村 等
大栄不動産株式会社 代表取締役会長
株式会社地域経済活性化支援機構 社外取締役

取 締 役 大 前 由 子

弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 パートナー
特定非営利活動法人あい・ぽーとステーション 監事
公益財団法人利根川・荒川水源地域対策基金 評議員
日本弁護士連合会 常務理事
第一東京弁護士会 副会長

取 締 役 小 谷 真生子
ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 社外取締役
特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会 理事

常 勤 監 査 役 小 山 恵

株式会社オープンハウス 監査役
株式会社オープンハウス・ディベロップメント 監査役
株式会社オープンハウス・リアルエステート 監査役
株式会社ホーク・ワン 監査役
株式会社メルディア 監査役

監 査 役 松 本 耕 一 −

監 査 役 佐々木 聖 子

公益財団法人アジア福祉教育財団 理事
公益財団法人入管協会 業務執行理事
公益財団法人日韓文化交流基金 理事
株式会社上組 社外監査役

（注）１．取締役石村等氏、取締役大前由子氏及び取締役小谷真生子氏は社外取締役であります。
２．監査役松本耕一氏及び監査役佐々木聖子氏は、社外監査役であります。
３．当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。

(１) 2024年12月25日開催の第28回定時株主総会において、菊池健太氏が取締役として、また、小
山恵氏が監査役として、新たに選任され、就任いたしました。

(２) 2024年12月25日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって、専務取締役今村仁司氏及び監
査役保坂美江子氏が任期満了により退任いたしました。
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４．当事業年度中の取締役の地位及び担当の異動は次のとおりであります。
氏 名 新 旧 異 動 年 月 日
鎌 田 和 彦 代表取締役副社長 取締役副社長 2025年４月１日
福 岡 良 介 代表取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 2025年４月１日
菊 池 健 太 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 2025年４月１日

５．当事業年度中の重要な兼職の異動は次のとおりであります。
(１) 専務取締役ＣＦＯ若旅孝太郎氏は、2024年12月に株式会社オープンハウスの取締役を退任いた

しました。
(２) 監査役松本耕一氏は、2024年12月に株式会社オープンハウス、株式会社オープンハウス・ディ

ベロップメント、株式会社オープンハウス・リアルエステート及び株式会社ホーク・ワンの監査役
を退任いたしました。

(３) 常勤監査役小山恵氏は、2024年12月に株式会社オープンハウス、株式会社オープンハウス・デ
ィベロップメント、株式会社オープンハウス・リアルエステート及び株式会社ホーク・ワンの監査
役に、2025年２月に株式会社メルディアの監査役に就任いたしました。

(４) 取締役大前由子氏は、2025年４月に日本弁護士連合会の常務理事及び第一東京弁護士会の副会
長に就任いたしました。

(５) 取締役石村等氏は、2025年６月に大栄不動産株式会社の代表取締役会長に就任いたしました。
６．当事業年度末日以降における取締役の地位及び担当の異動は次のとおりであります。

氏 名 新 旧 異 動 年 月 日
福 岡 良 介 代表取締役社長 代表取締役 専務執行役員 2025年10月１日
荒 井 正 昭 取締役 Founder 代表取締役社長 2025年10月１日

７．常勤監査役小山恵氏は、長年にわたり、当社並びに国内及び海外子会社の経理業務に従事した経験か
ら、財務会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役松本耕一氏は、大手商社において管
理及びコーポレート・ガバナンス部門の要職を歴任され、財務会計に関する相当程度の知見を有して
おります。

８．当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、
同取引所に届け出ております。
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② 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、各非業務執行取締役及び各監査役との間に

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、５百万円もしくは会社法第425条第１項に定め

る最低責任限度額のいずれか高い額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結しております。当該保険契約における被保険者の範囲は、当社（及び子会社）の役員、管
理職従業員、役員と共同被告となった従業員、及びそれらの配偶者や相続人であり、当該保険
契約は、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担するこ
とになる損害賠償金、訴訟費用等の損害を補填するものです。ただし、役員等による犯罪行為
等に起因する損害賠償請求については、補填の対象外としております。なお、保険料は当社が
全額負担をしております。

④ 取締役及び監査役の報酬等
イ．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2024年9月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容につ
いての決定に関する方針を改定しております。
取締役の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬から構成されております。社外

取締役に対しては、その役割及び独立性の観点から、金銭報酬の支給額の決定に際して、業
績による評価を行っておりません。なお、社外取締役及び監査役には、株式報酬を支給して
おりません。
固定報酬については、各取締役の役位・職責・スキル・担当等に応じた報酬テーブルを策

定し決定を行う方針を採用しております。
業績連動による報酬については、前期の成果を当期の報酬等に即座に反映させることで、

業績に対する取締役のモチベーションの向上を図っております。業績連動報酬に反映させる
前期の成果は、前連結会計年度の経常利益を指標とすることを定めており、加えて中期経営
計画の財務指標・ESG評価指標等の達成状況や管掌範囲、役位、職責等も勘案することと
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し、短期業績に偏ることのないようにしております。なお、業績連動による報酬計算の全取
締役分の合計値は、連結経常利益の１％を上限とする方針を採用しています。当事業年度に
支給した業績連動報酬に係る業績指標は、「１．企業集団の現況 （２）財産及び損益の状
況」に記載の前連結会計年度における経常利益の実績額となります。
株式報酬については、当社の取締役が株価変動のメリット及びリスクを株主と共有し、中

長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、金銭報酬額の
10％相当額を目安として株式報酬型ストック・オプションを毎年付与する方針を採用して
おります。

ロ．取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2022年12月21日開催の第26回定時株主総会において、年額

2,000百万円以内（うち社外取締役分は年額200百万円以内。ただし、使用人分給与は含ま
ない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、９名（うち、
社外取締役は３名）です。また別枠で、取締役（社外取締役を除く。）について2022年12
月21日開催の第26回定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプションに関する報
酬として年額300百万円以内、かつ、新株予約権数1,200個（新株予約権１個当たりの目的
となる株式数は100株）を上限とする決議をいただいております。当該株主総会終結時点の
取締役の員数は、９名（うち、社外取締役は３名）です。
監査役の報酬限度額は、2003年12月25日開催の第７回定時株主総会において、年額

100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、１名
です。

ハ．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別報酬額（子会社で支給又は負担する報酬も含む）と、当該報酬総額のうち当社が負

担する額のそれぞれについては、あらかじめ指名報酬委員会の審議を経て取締役会において
決定した報酬等の決定方針に沿い、指名報酬委員会が取締役会からの委任を受け決定してお
ります。権限を委任している理由は、社外取締役石村等氏を委員長として、社外取締役大前
由子氏及び専務取締役ＣＦＯ兼経営企画本部長若旅孝太郎氏の計３名により構成される、社
外取締役が過半数を占める指名報酬委員会が、当社の業務執行から一定の距離を置いた客観
的な立場から報酬等を決定することにより、公平性・客観性を高めるためであります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等について、指名報酬委員会が、取締役会に
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より決定された報酬等の内容に係る決定方針に従い、適正に算定したことを確認しており、
当該決定方針に沿うものであると判断しております。

ニ．取締役及び監査役の報酬等の総額等

区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数固定報酬 業績連動報酬 株式報酬

取 締 役
（う ち 社 外 役 員）

1,456
（61）

500
（61）

814
（ー）

141
（ー）

10名
（3名）

監 査 役
（う ち 社 外 役 員）

36
（22）

36
（22）

ー
（ー）

ー
（ー）

4名
（3名）

合 計
（う ち 社 外 役 員）

1,492
（83）

536
（83）

814
（ー）

141
（ー）

14名
（6名）

（注）１．上表には、2024年12月25日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名及び
社外監査役1名を含んでおります。

２．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．株式報酬の内容は譲渡制限付株式報酬及び株式報酬型ストック・オプションであります。
４．上記のほか、取締役１名の社宅賃料を負担しております。当事業年度に係る負担額は6百万円であり

ます。
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⑤ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・社外取締役石村等氏は、大栄不動産株式会社の代表取締役会長及び株式会社地域経済活性
化支援機構の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・社外取締役大前由子氏は、弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所のパートナー、特定非営利活
動法人あい・ぽーとステーションの監事、公益財団法人利根川・荒川水源地域対策基金の
評議員、日本弁護士連合会の常務理事及び第一東京弁護士会の副会長であります。当社と
兼職先の間には特別の関係はありません。

・社外取締役小谷真生子氏は、ポラリス・キャピタル・グループ株式会社の社外取締役及び
特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会の理事であります。当社と兼職先と
の間には特別の関係はありません。

・社外監査役佐々木聖子氏は、公益財団法人アジア福祉教育財団の理事、公益財団法人入管
協会の業務執行理事、公益財団法人日韓文化交流基金の理事及び株式会社上組の社外監査
役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
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ロ．当事業年度における主な活動状況
出席状況、発言状況及び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 石 村 等
当事業年度に開催された取締役会16回中15回に出席いたしました。出席し
た取締役会においては、経営者としての豊富な経験と深い知識をもとに、経
営全般の観点から発言を行っております。

取締役 大 前 由 子
当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席いたしました。出席した
取締役会においては、弁護士としての豊富な経験と深い知識をもとに、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

取締役 小 谷 真 生 子

当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席いたしました。出席した
取締役会においては、長期にわたり情報報道番組のキャスターを務め、政
治・経済等にかかる問題を幅広く提起してきた豊富な経験と深い知識をもと
に、当社の経営並びにサステナビリティに関して発言を行っております。

監査役 松 本 耕 一

当事業年度に開催された取締役会16回及び監査役会14回の全てに出席いた
しました。出席した取締役会及び監査役会においては、管理及びコーポレー
ト・ガバナンス部門等の豊富な経験並びに財務及び会計に関する深い知識を
もとに、経営全般とりわけ経営管理、コーポレート・ガバナンスに関して発
言を行っております。

監査役 佐 々 木 聖 子

当事業年度に開催された取締役会16回及び監査役会14回の全てに出席いた
しました。出席した取締役会及び監査役会においては、法務及びリスクマネ
ジメントに関する豊富な経験と深い知識をもとに、当社のリスクマネジメン
ト体制並びに監査体制を強化するための発言を行っております。

（注）上記取締役会の開催回数には、当事業年度に行った会社法第370条及び当社定款第26条に定める取締役会
の決議の省略による取締役会の回数（２回）は含まれておりません。

ハ．社外役員が子会社から受けた役員報酬等の総額
該当事項はありません。
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（４）会計監査人の状況
① 名称

有限責任監査法人トーマツ

② 報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 80百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 170百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社の重要な子会社のうち、株式会社プレサンスコーポレーション及び株式会社メルディアについて
は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

③ 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
監査役会は、有限責任監査法人トーマツの報酬について、会計監査人の監査計画の内

容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り算出根拠などが適切であると判断し、会社法
第399条第１項の同意を行っております。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した

場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた
します。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場

合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選
定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。
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（５）業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務並
びに会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備に関する当
社の基本方針は以下のとおりであります。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（１） コーポレート・ガバナンス

当社は、取締役会の定めた「コーポレート・ガバナンス基本方針」をコーポレート・ガバ
ナンスに関する最高規範と位置付けた上、同基本方針に基づき、当社が持続的な成長と中長
期的な企業価値の向上を実現するための施策に取り組みます。
① 取締役会及び取締役

取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」に従い、経営に関する重要
な事項を決定するとともに、業務執行の監督を行います。また、「社員行動規準」を当社
並びにその子会社及び関連会社（以下「当社グループ」という）に周知徹底し、統制環境
の構築に努めます。取締役は、コンプライアンスが経営の根幹をなすことを深く理解し、
コンプライアンス体制の確立に向けた継続的な取り組みを実施します。また、社外取締役
は、取締役の職務執行の適否を、客観的かつ独立した立場から批判的に検討するものとし
ます。

② 執行役員
執行役員は、取締役会の意思決定を具体的に執行する存在として、「執行役員規程」そ

の他の関連諸規程に則り、当社の業務を執行します。
③ 監査役会及び監査役

監査役会及び監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査部門及び外部
会計監査人と連携して、「監査役会規程」「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の
適正性について監査を実施します。
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（２） コンプライアンス
取締役会は、コンプライアンスに関する取り組みの決定及びその進捗状況を管理し、「コ

ンプライアンス規程」を遵守するとともに、コンプライアンス教育・研修の計画及び実施、
コンプライアンス違反等に関する通報の専用ホットラインの整備等コンプライアンス体制の
充実に努めます。また、同制度の実施に当たり、通報者に不利益が及ぶことがないよう、そ
の保護を徹底します。

（３） 財務報告の適正性確保のための体制整備
当社は、「経理規程」その他の社内規程、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務

報告の適正性を確保するための体制の充実を図ります。
（４） 内部監査

内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、業務全般に関し、法令、定款、社内規程等
の遵守状況や、取締役の職務執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的な監査を実施
し、コンプライアンス体制の継続的な改善に取り組みます。また、その結果は、取締役会に
報告することとします。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（１） 情報の保存・管理

管理本部を管掌する取締役は、「文書管理規程」その他の社内規程の定めるところに従い、
株主総会議事録、取締役会議事録等の法定書類のほか職務遂行に係る重要な情報が記載され
た文書（電磁的記録を含みます。以下同じ）を関連資料とともに適切に保存し、管理しま
す。また、「個人情報保護規程」「情報システム基本規程」その他の社内規程に従った適切な
運用を実施することにより、情報の流出・漏洩や不正取得を防止します。

（２） 情報の閲覧
当社は、取締役及び監査役がいつでも前項の情報を閲覧することができる状態を維持しま

す。
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３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、かつ、市場リスク、信用リス

ク、投資リスク、ＣＳＲ・コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスクその他の様々な
リスクに適切に対処するため、各種社内規程の制定及び運用や、顕在及び潜在リスクの報告・
監視体制の整備など、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備するとともに、当社グループ
のリスクを統括的かつ個別的に管理します。
また、当社は、当社及び重要な子会社を対象とした「ＢＣＰ基本方針」（業務継続計画に関

するグループガイドライン）を策定し、リスクが現実化した場合における情報伝達ルールや対
処方法等を明確にします。大規模災害をはじめとする正常な業務運営を継続し難い事象が生じ
た場合においては、同基本方針に基づき、必要かつ適切な初動対応を実施すべく、ＢＣＰ対策
本部を設置します。
当社及び子会社のリスク管理の状況については、当社の内部監査部門が定期的に監査を行

い、その結果を取締役会に報告することとします。

４．取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（１） 意思決定と業務執行の分離

当社及び重要な子会社は、適正かつ効率的な職務の執行を確保するために、執行役員制度
を導入して意思決定機能及び監督機能と業務執行機能の分化を図ります。
また、当社は、当社グループの業務分掌、指揮命令系統、意思決定機関等を明確にすべ

く、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の社内規程を整備して当社及び重要な子会社に適
用するとともに、定期的に点検を実施します。これにより、各役職者の職務権限及び責任の
明確化を図り、以て取締役の職務遂行の適正化及び効率化を促進します。

（２） 業務管理及び会計管理に係るシステム
当社は、当社及び子会社の事業活動が密接に関連するものであることから、当社グループ

全体にわたって事業の進捗状況を一体的に把握・管理するための業務管理システムを導入
し、以て取締役の職務執行を効率化します。また、当社グループ共通の会計管理システムを
導入することにより、当社グループにおける財務状況の把握及び会計業務の効率化を図りま
す。

（３） 間接部門の集約
当社グループは、総務、人事、財務、経理、法務、情報システム、ＩＲ、内部監査等の間

接部門につき、親会社である当社が統括又は集約します。これにより、当社への情報の一元
化を実現し、また、当社グループにおける資金調達を効率化するとともに、グループ会社間
における事業方針の齟齬・乖離を防止します。
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５．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び
当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

（１） 監査役の職務を補助する専任の使用人の設置
監査役が必要あると認めた場合には、「監査役監査基準」に基づき、監査役の職務を補助

する専任の使用人（以下「補助使用人」といいます。）を設置するものとします。
（２） 補助使用人に対する指揮命令権限及び人事権

補助使用人に対する指揮命令権限は監査役会に専属するものとし、取締役及び他の使用人
は、補助使用人に対し指揮命令権限を有しないものとします。また、補助使用人の人事考課
は、監査役会で定めた監査役が行うものとし、補助使用人に対する人事異動処分及び懲戒処
分については、事前に監査役会の同意を必要とします。

６．監査役への報告に関する体制等
（１） 取締役その他の役職者は、定期的に、自己の職務執行状況を監査役に報告します。
（２） 取締役は、監査役に対して、法令が定める事項のほか、次に掲げる事項をその都度報告し

ます。
① 財務及び事業に重大な影響を及ぼす決定等の内容
② 業績及び業績の見通しの発表の内容
③ 内部監査の内容と結果及び指摘事項の対策
④ 行政処分の内容
⑤ その他監査役が求める事項

（３） 使用人による報告
使用人は、監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、重大な法令又

は定款違反事実がある場合には、直接報告することができるものとします。
（４） 当社は、報告を行ったことを理由とする報告者への不利益な取扱いを禁止するとともに、

報告者の職場環境が悪化しないよう適切な処置を講じます。
（５） 子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者についても、上

記（１）から（４）に準じて当社の監査役に報告を行うことができるものとします。
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７．監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
監査役は、「監査役監査基準」に基づき、当社から監査費用の前払及び償還を受けることが

できます。また、監査役は、必要に応じて外部の専門家の助言を受けた場合や、職務の執行の
ために研鑽・研修等を受ける場合には、その費用を当社に対して請求することができるものと
します。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（１） 内部監査部門と監査役の連携

監査役は、内部監査部門との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するととも
に、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘事項について協議し、かつ情報交換や認識
共有を行うなど、密接な連携を図ります。

（２） 外部専門家の起用
監査役は、監査の実施に当たり必要と認める場合は、弁護士、公認会計士その他の外部専

門家を独自に起用することができるものとします。
（３） 社外取締役との協働

監査役は、監査役及び社外取締役から構成される任意の委員会であるリスク管理委員会に
出席します。同会を通じて、コーポレート・ガバナンスに関する情報交換及び認識共有を図
り、その結果を取締役会に報告します。

９．企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」「コンプライアンス規程」「内部通報規程」などに基づき、以

下のとおり当社グループに対する管理を行います。
（１） 関係会社管理規程

新規事業計画、予算統制、資本政策、決算その他「関係会社管理規程」に定める重要な経
営事項については、当社の管理本部を管掌する取締役に対する事前及び事後の報告を要する
こととします。さらに、一定の重要事項については、当社の取締役会による指示又は監督の
下でこれを実行することとします。
また、重要な関係会社については、取締役及び監査役を当社から派遣することにより、そ

の業務遂行状況を監督・監査します。
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（２） コンプライアンス規程・内部通報規程
当社グループにおけるコンプライアンスに関する基本方針の決定は取締役会が行うことと

します。また、当社取締役社長は、コンプライアンスに関する取り組みの統括責任者とし
て、全社的なコンプライアンス体制を推進します。
当社グループを構成する国内企業全てにおいて内部通報制度を導入し、社内外の内部通報

窓口及び取引先通報窓口を常設します。
（３） その他の社内規程

当社は、情報システム関係諸規程や、「個人情報保護規程」「文書管理規程」「印章管理規
程」「インサイダー取引防止規程」、反社会的勢力排除関係規程などを当社グループ全体に適
用し、当社による直接的な管理・監督を及ぼします。

（４） 内部監査
当社の内部監査部門は、原則として毎期に、重要な関係会社の業務遂行状況の適否を監査

するとともに、当該関係会社に対する当社の管理体制の是非について検証を行います。

10．反社会的勢力等の排除体制の整備等
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断に努め、

事業活動のみならず社会の健全な発展に寄与することが企業市民としての社会的責任であると
いう理念の下、理由の如何を問わず反社会的勢力との関係を遮断するための体制を維持しま
す。
「社員行動規準」「反社会的勢力介入防止規程」などに反社会的勢力への対応方針を記載する
ことにより、反社会的勢力との関係遮断に向けて企業に求められる姿勢を示達し、意識の高揚
を図ります。
さらに、危機管理の観点から、「反社会的勢力対応ガイドライン」を制定し、やむなく反社

会的勢力と対峙せざるを得ない状況が発生した場合において毅然とした対応を取ることを徹底
します。
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（６）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「内部統制基本方針」に基づき、社内ルールや諸規程の整備・精緻化に随時取り組

むことにより、取締役の職務執行の適正の確保に努めています。
当事業年度において、取締役会は、法令等に従い、経営に関する重要な事項の決定及び業務

執行の監督を行うとともに、内部統制システムの整備及び運用状況のモニタリングを定期的に
実施しています。当事業年度においては、取締役会を16回開催し、事業戦略、資本政策、資
金調達、社内規程整備をはじめとする多岐にわたる事項について、活発な議論を行いました。

２．コンプライアンス及び損失の危険の管理に関する体制
当社は、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス教育・研修を計画し、四半

期ごとにコンプライアンス研修を実施しました。また、「内部通報規程」に基づき、当社グル
ープ全体及び取引先を対象とする通報のための専用ホットライン（社内外）を設置するととも
に、コンプライアンス責任者がその運用状況を取締役会に適宜報告しています。
監査役及び内部監査部門は、当社グループ全体におけるリスク管理状況を監査し、その結果

を取締役会に報告しています。

３．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会への出席や、内部監査部門・会計監査人等との連携等を通じて、「監査

役会規程」「監査役監査基準」に従い、取締役の職務執行、社内諸規程に対する準拠性、会計
監査人の報告内容の相当性などを監査し、以て内部統制の整備及び運用の状況等につき実効的
な監査を果たしています。
当事業年度においては、監査役会を14回、リスク管理委員会を５回開催し、コーポレー

ト・ガバナンスや内部統制についての議論や意見交換を重点的に実施しました。
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４．企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社から派遣された重要な関係会社の取締役及び監査役が、当該関係会社の重要な会議への

出席や情報の閲覧等を通じて、その業務遂行状況を随時把握しています。また、当社管理本部
長は、「関係会社管理規程」に基づき、重要な関係会社における重要事項についてその調査を
行った上、当該関係会社の業績及び現況を定期的に当社取締役会に報告しています。
また、当社グループでは、当社グループ全体に適用される「社員行動規準」を定めた上、当

社取締役会の指揮の下、当社取締役会の意思決定を子会社に的確に浸透させています。
さらに、当社の内部監査部門は、グループ全体の内部統制を把握した上で、内部監査を実施

しています。

５．反社会的勢力の排除体制
当社グループでは、反社会的勢力との取引を未然に防止するため、当社法務部を統括部署に

位置付けた上、「反社会的勢力介入防止規程」「反社会的勢力対応ガイドライン」等に基づき、
新規取引先の事前審査を徹底するとともに、既存取引先についても適宜の確認を継続的に実施
しています。反社会的勢力の可能性が疑われる場合については、調査会社等と連携して詳細な
調査を行い、又は入念な社内検討を実施することとしています。
当事業年度においても引き続き、反社会的勢力排除のためのシステム的統制の改善に持続的

に取り組み、反社会的勢力排除のための効果的かつ効率的な仕組みの強化に尽力しました。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年９月30日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

営業未収入金及び契約資産

販 売 用 不 動 産

仕 掛 販 売 用 不 動 産

営 業 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

賃 貸 不 動 産

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

1,312,814

421,898

21,210

167,551

602,444

71,536

28,755

△582

99,186

30,617

4,898

21,425

2,940

1,352

2,277

66,291

47,296

11,200

8,309

△513

（負 債 の 部）
流 動 負 債 412,916

支 払 手 形 357
営 業 未 払 金 43,785
電 子 記 録 債 務 6,482
短 期 借 入 金 191,226
１年内償還予定の社債 110
１年内返済予定の長期借入金 70,292
未 払 法 人 税 等 25,729
契 約 負 債 30,364
預 り 保 証 金 3,253
賞 与 引 当 金 6,914
完 成 工 事 補 償 引 当 金 1,602
そ の 他 32,797

固 定 負 債 460,250
社 債 14,685
長 期 借 入 金 443,748
退 職 給 付 に 係 る 負 債 103
資 産 除 去 債 務 307
そ の 他 1,405

負 債 合 計 873,167
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 523,033
資 本 金 20,235
資 本 剰 余 金 32,821
利 益 剰 余 金 514,871
自 己 株 式 △44,895

その他の包括利益累計額 14,592
その他有価証券評価差額金 34
為 替 換 算 調 整 勘 定 14,557

新 株 予 約 権 998
非 支 配 株 主 持 分 209
純 資 産 合 計 538,834

資 産 合 計 1,412,001 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,412,001
（注）記載金額は百万円未満を切捨して表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2024年10月 １ 日から）2025年 ９ 月30日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 1,336,468
売 上 原 価 1,093,301

売 上 総 利 益 243,167
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 97,233

営 業 利 益 145,933
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,100
受 取 配 当 金 113
投 資 有 価 証 券 売 却 益 181
有 価 証 券 運 用 益 132
受 取 家 賃 211
為 替 差 益 812
そ の 他 897 4,450

営 業 外 費 用
支 払 利 息 7,705
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 30
支 払 手 数 料 1,579
そ の 他 1,577 10,892
経 常 利 益 139,491

特 別 利 益
負 の の れ ん 発 生 益 5,147
関 係 会 社 株 式 売 却 益 549 5,696

特 別 損 失
関 係 会 社 株 式 評 価 損 337
減 損 損 失 54 391

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 144,796
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 43,238
法 人 税 等 調 整 額 △2,745 40,493
当 期 純 利 益 104,303
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 3,633
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 100,670

（注）記載金額は百万円未満を切捨して表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2024年10月 １ 日から）2025年 ９ 月30日まで
（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 20,149 19,442 433,547 △19,896 453,243

連結会計年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 86 86 172

剰 余 金 の 配 当 △19,346 △19,346
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 100,670 100,670

自 己 株 式 の 取 得 △24,999 △24,999

連 結 範 囲 の 変 動 0 0
非支配株主との取引に係
る 親 会 社 の 持 分 変 動 13,292 13,292
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 86 13,378 81,324 △24,999 69,790

当 期 末 残 高 20,235 32,821 514,871 △44,895 523,033
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その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主
持分 純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 △130 10,834 10,704 773 71,198 535,919

連結会計年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 172

剰 余 金 の 配 当 △19,346
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 100,670

自 己 株 式 の 取 得 △24,999

連 結 範 囲 の 変 動 0
非支配株主との取引に係
る 親 会 社 の 持 分 変 動 13,292
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 164 3,723 3,888 225 △70,988 △66,874

連結会計年度中の変動額合計 164 3,723 3,888 225 △70,988 2,915

当 期 末 残 高 34 14,557 14,592 998 209 538,834

（注）記載金額は百万円未満を切捨して表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（１） 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
連結子会社の数 63社
主要な連結子会社の名称
㈱オープンハウス
㈱オープンハウス・ディベロップメント
㈱アイビーネット
Open House Realty & Investments, Inc.
㈱オープンハウス・リアルエステート
㈱オープンハウス・アーキテクト
㈱ホーク・ワン
㈱プレサンスコーポレーション
㈱メルディア
他54社

連結の範囲の変更
当連結会計年度より、株式会社オープンハウス・オペレーションズは重要性が増し

たことから連結の範囲に含めております。
OHI CARMELIN LLCほか３社は、当連結会計年度において新たに設立したため、

連結の範囲に含めております。
また、株式会社永大ホールディングス及びその子会社３社を株式取得に伴い連結の

範囲に含めております。なお、2025年8月に株式会社永大ホールディングス及びその
子会社であった株式会社永大、株式会社永大プランニングは合併し、株式会社永大が
存続会社となり、株式会社永大ホールディングス及び株式会社永大プランニングは消
滅いたしました。
マックホーム株式会社ほか１社は吸収合併により、連結の範囲から除外しておりま

す。
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② 非連結子会社の状況
主要な非連結子会社の名称
IMA FUND 1, LLC.
㈱オープンハウス群馬 他16社

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、

連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。
（２） 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社
持分法適用の非連結子会社及び関連会社数 １社
主要な会社等の名称
Shinwa S39 Co., Ltd.

② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
主要な非連結子会社及び関連会社の名称
IMA FUND 1, LLC.
㈱オープンハウス群馬 他28社

持分法を適用しない理由
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は小規模であり、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象か
ら除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないた
め持分法を適用しておりません。
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（３） 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、旺佳建築設計諮詢（上海）有限公司の決算日は12月31日であり、

連結計算書類の作成にあたって連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用
しております。
メルディア・ホテルズマネジメント株式会社ほか３社の決算日は６月30日であり、連結

計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた
重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
なお、その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
当連結会計年度において、連結子会社である株式会社メルディア及びその子会社２社

は、決算日を８月31日から９月30日に変更し、連結決算日と同一となっております。こ
の決算期変更に伴い、当連結会計年度における当該連結子会社の会計期間は13ヶ月間とな
っております。
また、当連結会計年度において、連結子会社である株式会社メルディアＤＣ及びその子

会社２社は、決算日を６月30日から９月30日に変更し、連結決算日と同一となっており
ます。この決算期変更に伴い、当連結会計年度における当該連結子会社の会計期間は15ヶ
月間となっております。
なお、決算期変更に伴う影響額は連結損益計算書を通じて調整しております。
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（４） 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
ⅰ．有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）を採用しております。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法

第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定さ
れる決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額
で取り込む方法によっております。

ⅱ．棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産及び仕掛販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り
下げの方法）を採用しております。

ⅲ．デリバティブ
時価法を採用しております。
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
ⅰ．有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、建物並びに2016年４月１日以降に取得した
建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３年 〜 47年
賃貸等不動産 ６年 〜 47年

ⅱ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づいております。
ⅲ．リース資産

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を
採用しております。
なお、所有権移転ファイナンス・リース取引については、自己所有の固定資産に適

用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準
ⅰ．貸倒引当金

当社及び連結子会社は、債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権について
は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

ⅱ．賞与引当金
当社及び連結子会社は、従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当連

結会計年度負担額を計上しております。
ⅲ．完成工事補償引当金

一部の連結子会社は、完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、過去の補修費
用実績に基づく将来発生見込額を計上しております。
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④ 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な

履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）
は以下のとおりであります。
ⅰ．戸建関連事業
戸建住宅及び宅地の販売

一戸建住宅及び宅地の販売は、用地の仕入から造成、企画、設計、施工までを自
社一貫体制にて行った戸建住宅（土地付き建物）及び宅地を一般消費者へ販売する
事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引き渡しを行う義務を負
っております。
当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時

点において収益を認識しております。
注文住宅の請負

注文住宅の請負は、規格型注文住宅及び自由設計注文住宅の建築工事を請け負う
事業であり、顧客（一般消費者及び法人）との建物請負工事契約に基づき、建築工
事を行う義務を負っております。
当該建物請負工事契約においては、当社グループの義務の履行により資産（仕掛

品）が創出され又は増価し、資産の創出又は増価につれて顧客が当該資産を支配す
ることから、当該履行義務は一定期間にわたり充足される履行義務であり、契約期
間にわたる工事の進捗に応じて充足されるため、工事の進捗度に応じて収益を認識
しております。なお、進捗度の測定は、発生原価が履行義務の充足における企業の
進捗度に寄与及び概ね比例していると考えられることから、発生原価に基づくイン
プット法によっております。
ただし、建物請負工事契約について、契約における取引開始日から完全に履行義

務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわた
り収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
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不動産仲介手数料
不動産の仲介は、不動産の売買の際に、買主と売主の間に立ち、売買契約を成立

させる事業であり、顧客との媒介契約に基づき取引条件の交渉・調整等の契約成立
に向けての業務、重要事項説明書の交付・説明、契約書の作成・交付及び契約の履
行手続への関与等の一連の業務に関する義務を負っております。
当該履行義務は媒介契約により成立した不動産売買契約に関する物件が引き渡さ

れる一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を認識しておりま
す。

ⅱ．マンション事業
マンションの分譲販売

マンションの分譲販売は、用地の仕入から施工まで行ったマンションの各分譲住
戸を主に一般消費者へ販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該
物件の引き渡しを行う義務を負っております。
当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時

点において収益を認識しております。
ⅲ．収益不動産事業
収益不動産の販売

収益不動産の販売は、賃貸マンション、中古オフィスビル等を取得し、リーシン
グ並びにリノベーション等により資産価値を高めた後、投資用不動産として個人及
び事業会社等へ販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の
引き渡しを行う義務を負っております。
当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時

点において収益を認識しております。
アパート等の販売

アパート等の販売は、用地の仕入から造成、企画、設計、施工までを自社一貫体
制にて行ったアパート等を顧客（一般消費者及び法人）へ販売する事業であり、顧
客との不動産売買契約に基づき当該物件の引き渡しを行う義務を負っております。
当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時

点において収益を認識しております。
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ⅳ．プレサンスコーポレーション
マンションの販売

マンションの販売は、用地の仕入から施工まで行ったマンションの各分譲住戸を
住居用もしくは投資用不動産として個人に販売する事業と、マンション一棟もしく
は一部を事業会社等に販売する事業であり、顧客との不動産売買契約書に基づき当
該物件の引き渡しを行う義務を負っております。
当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時

点において収益を認識しております。
⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額
は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は連結決算日の直
物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により換算し、換算差
額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項
ⅰ．ヘッジ会計

原則として、繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たして
いる金利スワップについては特例処理によっております。

ⅱ．のれんの償却及び償却方法
10年間で均等償却を行っております。ただし、金額が僅少の場合は、発生年度の費

用として処理しています。
ⅲ．退職給付に係る会計処理の方法

当社の一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職
給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用し
ております。

ⅳ．消費税等の会計処理
控除対象外消費税等については、発生連結会計年度の期間費用として処理しており

ます。
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２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月
28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用してお
ります。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022

年改正会計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会
計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改
正適用指針」という。）第65−２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりま
す。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる

場合の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用
指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結
計算書類に与える影響はありません。

（「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用）
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」

（実務対応報告第46号2024年3月22日。）を当連結会計年度の期首から適用しております。
なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
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３．会計上の見積りに関する注記
販売用不動産等の評価

（１） 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
(単位:百万円)

戸建関連事業 収益不動産事業 その他
販売用不動産 62,461 60,917 44,172
仕掛販売用不動産 243,665 25,914 332,865
売上原価（棚卸資産評価損） 1,795 3,991 2,763

（２） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

販売用不動産及び仕掛販売用不動産（以下、販売用不動産等）は、個別法による原価
法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により評価を行って
います。期末時点の販売予定価格から見積追加原価及び見積販売直接経費を控除した正
味売却価額が簿価を下回る場合は、正味売却価額と簿価との差額を棚卸資産評価損とし
て計上しております。

② 主要な仮定
見積り及びその基礎となる仮定は、不動産販売市況及び過去の経験等に基づいてお

り、継続して見直しております。なお、特に重要な会計上の見積り項目に関する仮定は
以下のとおりです。
ⅰ．戸建関連事業の販売用不動産等

戸建関連事業における販売用不動産等の正味売却価額の見積りは、個別物件ごとに
作成されたプロジェクト計画に基づき行っております。正味売却価額の見積りには、
物件の立地、周辺の取引事例、販売活動期間等の複数の事象を考慮する必要がありま
す。また、顧客からの反響に応じて、販売価格の見直しを定期的に実施して正味売却
価額を更新しており、重要な仮定と判断を伴います。
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ⅱ．収益不動産事業の販売用不動産等
収益不動産事業における販売用不動産等の正味売却価額の見積りは、個別物件ごと

に作成されたプロジェクト計画に基づき行っております。正味売却価額の見積りに
は、将来における市況や賃料、金利の変化、不動産関連税制や不動産及び金融関連法
制の変更、テナントの誘致の状況等の複数の事象を考慮する必要があります。また、
物件の引き合い状況に応じて、当初作成したプロジェクト計画における還元利回りの
見直しを定期的に実施して正味売却価額を更新しており、重要な仮定と判断を伴いま
す。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
当該主要な仮定は連結計算書類作成時点における最善の見積りに基づき決定しており

ますが、見積りと将来の結果が異なる可能性があります。また、不動産市況や金利の変
化、不動産関連税制や不動産及び金融関連法制の変更等により、正味売却価額の算定に
重要な影響を及ぼす可能性があります。

４．連結貸借対照表に関する注記
（１） 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産
現金及び預金 500百万円
販売用不動産 33,320百万円
仕掛販売用不動産 203,312百万円
営業貸付金 105百万円
建物及び構築物 76百万円
賃貸不動産 15,037百万円
土地 328百万円

計 252,680百万円
② 担保に係る債務

短期借入金 36,691百万円
１年内返済予定の長期借入金 26,514百万円
長期借入金 156,811百万円

計 220,018百万円
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（２） 有形固定資産の減価償却累計額 7,677百万円

（３） 保証債務
債務保証

顧客の住宅つなぎローンに対する保証 964百万円

（４） 財務制限条項
当社及び当社グループの一部については金融機関とシンジケートローン及びタームロー

ン契約等を締結しており、本契約には連結貸借対照表及び連結損益計算書等より算出され
る一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。

（５） 営業未収入金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権の金額及び契約資産
は、それぞれ以下のとおりであります。

営業未収入金 2,556百万円
契約資産 18,613百万円

計 21,169百万円

2025年11月26日 09時54分 $FOLDER; 65ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 65 ―

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（１） 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 120,709,700株

（２） 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年12月25日
定時株主総会 普通株式 9,668 83 2024年９月30日 2024年12月26日

2025年５月14日
取 締 役 会 普通株式 9,678 84 2025年３月31日 2025年６月11日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな
るもの
2025年12月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を

以下のとおり提案しております。

決 議 予 定 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年12月24日
定時株主総会 普通株式 10,578 94 2025年９月30日 2025年12月25日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

（３） 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないもの
を除く）の目的となる株式の数
普通株式 397,700株
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６．金融商品に関する注記
（１） 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に不動産販売事業を行うために必要な資金を金融機関等からの借

入や社債発行により調達しております。また、一時的な余資については安全性の高い金
融商品で運用しております。
連結子会社の金融事業に係る営業貸付金の資金調達については、主として金融機関等

からの借入や他社からの保証金の受取により調達する方針であります。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である営業貸付金は顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとの期
日管理、残高管理及び他社より保証金の差入を受けることによりリスク低減を図ってお
ります。
投資有価証券のうち株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格

の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価の把握を行っております。また、投
資有価証券のうち満期保有目的の債券は、発行体の信用リスクに晒されておりますが、
格付けの高い債券のみを対象としているため信用リスクは僅少であります。
営業債務である支払手形、営業未払金、電子記録債務、未払法人税等は、全てが１年

以内の支払期日であります。
預り保証金、社債及び長期借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、定期的に

資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持により流動性リスクを管理して
おります。
変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のもの

の一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、デ
リバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの
有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、そ
の判定をもって有効性の評価を省略しております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織
り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することも
あります。
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（２） 金融商品の時価等に関する事項
2025年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません（（注）１．
参照）。

(単位:百万円)
連結貸借対照表計上額 時価 差額

（１）営業貸付金 71,536
貸倒引当金（※２） △18

71,517 71,517 −
（２）投資有価証券

① 満期保有目的の債券 1,276 1,274 △2
② その他有価証券 460 460 −

資産計 73,255 73,253 △2
（３）預り保証金 3,253 3,217 △35
（４）社債（※３） 14,795 14,684 △110
（５）長期借入金（※４） 514,040 505,813 △8,227

負債計 532,089 523,715 △8,374
※１．「現金及び預金」「営業未収入金及び契約資産（契約資産を除く）」「支払手形」「営

業未払金」「電子記録債務」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金であ
ること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか
ら、注記を省略しております。

※２．営業貸付金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
※３．１年内償還予定の社債を含んでおります。
※４．１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

（注）１．市場価格のない株式等
(単位:百万円)

区分 2025年９月30日
投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 出 資 金 1,648
任 意 組 合 出 資 金 7
非 上 場 株 式 2,256
関 係 会 社 株 式 2,498
関 係 会 社 出 資 金 39,147
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２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい

て形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相
場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプ
ット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの

インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ
ベルに時価を分類しております。
(1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

(単位:百万円)

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券
株式 460 − − 460
資産計 460 − − 460
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(2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位:百万円)

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

営業貸付金 − 71,517 − 71,517
投資有価証券
満期保有目的の
債券
国債 1,274 − − 1,274
資産計 1,274 71,517 − 72,792

預り保証金 − 3,217 − 3,217
社債 − 14,684 − 14,684
長期借入金 − 505,813 − 505,813

負債計 − 523,715 − 523,715
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（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

上場株式及び国債は相場価格を用いて評価しております。これらは活発な市場
で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

営業貸付金
営業貸付金の時価については、貸付金の種類及び期間区分ごとに、元利金の合

計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算
出しており、レベル２の時価に分類しております。

預り保証金
預り保証金の時価については、将来キャッシュ・フローを償還までの期間及び

信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２
の時価に分類しております。

社債及び長期借入金
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また当社の信用状態は実

行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられ
るため当該帳簿価額によっております。
また、変動金利による長期借入金の一部は、金利スワップの特例処理の対象と

されており、当該金利スワップと一体として処理された元金利の合計額を、当該
借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算
定する方法によっております。
固定金利によるものは、元利金の合計額を当該社債及び借入金の残存期間及び

信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定する方法によってお
ります。
これらについては、レベル２の時価に分類しております。
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７．賃貸等不動産に関する注記
（１） 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループは、主に大阪府、兵庫県、京都府及びその他の地域において、賃貸マンシ
ョン等の賃貸不動産を所有しております。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関
する賃貸損益は793百万円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）でありま
す。

（２） 賃貸等不動産の時価に関する事項
賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりでありま

す。
（単位:百万円）

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 当連結会計年度末
の時価連結会計年度期首残高 連結会計年度増減額 連結会計年度末残高

20,538 887 21,425 24,357
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額

を控除した金額であります。
２．当期末の時価は、主に社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく

金額であります。ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場
価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合に
は、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。

８．債権流動化に関する注記
営業貸付金の一部を譲渡し、債権の流動化を行っております。
営業貸付金の債権流動化による譲渡高 20,523百万円

９．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産 4,777円42銭
１株当たり当期純利益 875円20銭
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10．収益認識に関する注記
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位:百万円）
報告セグメント

調整額 合計戸建関連
事業

マンション
事業

収益不動産
事業 その他

プレサンス
コーポレー
ション

計

顧客との契約
から生じる収
益

664,740 66,907 191,973 145,102 218,327 1,287,050 32 1,287,083

その他の収益
（注） 6,599 1,902 26,447 6,008 8,428 49,385 − 49,385
外部顧客への
売上高 671,339 68,810 218,420 151,111 226,755 1,336,436 32 1,336,468

（注）「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づく賃貸料収入等及
び「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実
務指針」（企業会計基準委員会移管指針第10号）の対象となる不動産（不動産信
託受益権を含む。）の譲渡等を含んでおります。

（２） 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点

は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項（４）会計方針に関する事
項④重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関
係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識
すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は次のとおりでありま
す。

（単位:百万円）
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 1,607 2,556
契約資産 16,923 18,613
契約負債 27,366 30,364
契約資産は、主に顧客との注文住宅の請負工事契約について、期末日時点で収益を

認識した対価に対する権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社
の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、主に不動産売買契約に基づき顧客から受け取った手付金等の前受金で

あります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれてい

た額は、24,705百万円であります。
② 残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は次のと
おりであります。

（単位:百万円）
当連結会計年度

１年以内 534,282
１年超３年以内 31,398
合計 565,681
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11．企業結合に関する注記
（取得による企業結合）
当社の連結子会社である株式会社メルディア（以下「メルディア」という）は2025年２月

27日付で永森勝氏ほか個人株主３名と株式譲渡契約を締結し、同年４月16日付で株式会社永
大ホールディングス（以下「永大ホールディングス」という）の全株式を取得し、永大ホール
ディングスはメルディアの完全子会社となりました。

１．企業結合の概要
（１）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社永大ホールディングス
事業の内容 不動産の売買・賃貸・管理及びその仲介事業

（２）企業結合を行った主な理由
永大ホールディングス及びその完全子会社３社で構成される永大グループは、埼玉県南

部及び東京都北部を中心に展開する地域密着型の戸建住宅メーカー及びリフォーム事業者
として、広く不動産関連事業を手掛けています。本株式取得により、首都圏での戸建住宅
に関する事業基盤が一層強固なものになることが期待されます。本株式取得を通じて、両
社の強み・シナジーを活かして事業基盤の拡大・強化を図ることで、当社グループのさら
なる発展及び企業価値向上を目指してまいります。

（３）企業結合日
2025年４月16日（みなし取得日 2025年４月１日）

（４）企業結合の法的形式
現金を対価とした株式取得

（５）結合後企業の名称
変更はありません。

（６）取得した議決権比率
100％

2025年11月26日 09時54分 $FOLDER; 75ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 75 ―

（７）取得企業を決定するに至った主な根拠
当社の連結子会社であるメルディアが現金を対価として株式を取得したため、メルディ

アを取得企業といたしました。

２. 連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
2025年４月１日から2025年９月30日まで

３．取得原価の算定等に関する事項
（１）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 8,111 百万円
取得原価 8,111 百万円

（２）主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 284百万円

４．取得原価の配分に関する事項
（１）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 18,416 百万円
固定資産 875 百万円
資産合計 19,291 百万円

流動負債 5,699 百万円
固定負債 332 百万円
負債合計 6,032 百万円

（２）発生した負ののれん発生益の金額、発生原因
① 発生した負ののれん発生益の金額
5,147百万円

② 発生原因

2025年11月26日 09時54分 $FOLDER; 76ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 76 ―

企業結合時の時価純資産が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれん発生益と
して認識しています。

５．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結
損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（共通支配下の取引等）
当社は、2025年１月10日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社プレサンス

コーポレーションを完全子会社化することを目的として、同社の普通株式を金融商品取引法
（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）に定める公開買付け（以下「本公開買付
け」といいます。）により取得することを決議し、2025年１月14日から本公開買付けを実施
いたしました。
本公開買付けの実施により、当社は同社の特別支配株主となったことから、同社を完全子会

社とすることを目的とする取引の一環として、2025年３月６日に会社法第179条第１項に基
づき、同社を除く非支配株主の全員に対し、その所有する同社株式の全部を売り渡す請求をす
ることを同社に通知し、同社取締役会の承認を受けました。この結果、2025年４月１日に同
社普通株式3,653,125株を追加取得し、同社は当社の完全子会社となりました。

１．取引の概要
（１）結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称 株式会社プレサンスコーポレーション
事業の内容 投資用マンション及びファミリーマンションの企画開発及び販売業

（２）企業結合を行った主な理由
当該取得により当社及びプレサンスコーポレーションの営業チームによる積極的なクロ

スセル、集客マーケティング機能の強化、マンション建築機能の相互活用、人材の採用及
び育成、情報システム及びSDGs関連投資の推進、資金調達の安定化及び親子上場解消に
よる利益相反の回避といったシナジー効果と当社グループ全体の企業価値のさらなる向上
を図ることが可能と考えました。
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（３）追加取得日
公開買付けによる取得 2025年３月５日
売渡請求による取得 2025年４月１日

（４）企業結合の法的形式
非支配株主からの株式取得

（５）結合後企業の名称
変更はありません。

（６）追加取得した議決権比率
追加取得前の議決権比率 63.42%
公開買付けにより追加取得した議決権比率 31.32%
売渡請求により追加取得した議決権比率 5.26%
追加取得後の議決権比率 100.00%

２．実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」に基づき、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しており
ます。

３．追加取得した子会社株式の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 60,706 百万円
取得原価 60,706 百万円

４．非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項
（１）資本剰余金の主な変動要因

子会社株式の追加取得

（２）支配株主との取引によって増加した資本剰余金の金額
12,990百万円
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12．重要な後発事象に関する注記
（自己株式の消却）
当社は、2025年10月16日の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株

式を消却することを決議し、10月31日に消却いたしました。
１．消却を行った理由
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と認識し、将来の事業展開と財務体質の

強化等を考慮しながら、安定した株主還元を継続することを基本方針としております。上記
方針のもと、2025年３月には配当及び自己株式取得を併せた総還元性向40％以上を新たな
指標として、株主還元を強化してまいりました。今後も、自己株式の取得を継続できるよう
流通株式比率を高めるとともに、将来の希薄化影響を限定するため、2025年９月期に取得
した自己株式について消却いたしました。
２．消却にかかる事項の内容
（１）消却した株式の種類 普通株式
（２）消却した株式の総数 4,002,400株
（３）消却日 2025年10月31日

（自己株式の取得及び消却）
当社は、2025年11月14日の取締役会において、会社法第165条第２項の規定による定款

の定めに基づく自己株式の取得及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却をすること
を決議いたしました。
１．自己株式の取得及び自己株式の消却を行う理由
自己株式の取得は、機動的な資本政策並びに株主価値の向上を目指しております。また、

自己株式の消却は、自己株式の取得を継続できるよう流通株式比率を高めるとともに、将来
の希薄化影響を限定することを企図しております。
２．取得に係る事項の内容
（１）取得する株式の種類 普通株式
（２）取得方法 市場買付
（３）取得し得る株式の総数 5,000,000株（上限）
（４）株式の取得価額の総額 25,000百万円（上限）
（５）取得期間 2025年11月17日〜2026年９月30日（予定）
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３．消却に係る事項の内容
（１）消却する株式の種類 当社普通株式
（２）消却する株式の数 上記２．により取得した自己株式の全株式数
（３）消却予定日 2026年10月30日

13．その他の注記
（追加情報）
（棚卸資産の保有目的の変更）
棚卸資産の一部について、販売から賃貸へ保有目的を変更したことに伴い、販売用不動産

124百万円、仕掛販売用不動産3,823百万円を有形固定資産に振り替えております。

（有形固定資産の保有目的の変更）
固定資産の一部について、販売へ保有目的を変更したことに伴い、有形固定資産6,475百

万円を販売用不動産に振り替えております。
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貸 借 対 照 表
（2025年９月30日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
営 業 未 収 入 金
前 払 費 用
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
長 期 前 払 費 用
敷 金 及 び 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

287,585
19,258
3,852
415

261,746
2,312

217,184
935
779
10

143
2

115
112

3
216,133

3,400
206,391

3,518
215

2,087
510
12
△2

（負 債 の 部）
流 動 負 債 35,038

1年内返済予定の長期借入金 32,224
未 払 金 1,030
未 払 費 用 328
預 り 金 89
賞 与 引 当 金 438
未 払 法 人 税 等 612
そ の 他 315

固 定 負 債 237,437
社 債 12,000
長 期 借 入 金 225,437

負 債 合 計 272,476
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 231,262
資 本 金 20,235
資 本 剰 余 金 20,018
資 本 準 備 金 20,018

利 益 剰 余 金 235,904
利 益 準 備 金 35
そ の 他 利 益 剰 余 金 235,868

オープンイノベーション促進積立金 375
繰 越 利 益 剰 余 金 235,493

自 己 株 式 △44,895
評 価 ・ 換 算 差 額 等 32

その他有価証券評価差額金 32
新 株 予 約 権 998
純 資 産 合 計 232,293

資 産 合 計 504,770 負 債 ・ 純 資 産 合 計 504,770
（注）記載金額は百万円未満を切捨して表示しております。
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損 益 計 算 書

（2024年10月 １ 日から）2025年 ９ 月30日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額
営 業 収 益 90,786
営 業 費 用 11,323

営 業 利 益 79,463
営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,832
受 取 配 当 金 49
受 取 保 証 料 239
そ の 他 469 4,591

営 業 外 費 用
支 払 利 息 3,117
社 債 利 息 150
支 払 保 証 料 136
支 払 手 数 料 604
そ の 他 11 4,021
経 常 利 益 80,032

税 引 前 当 期 純 利 益 80,032
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 665
法 人 税 等 調 整 額 △301 363
当 期 純 利 益 79,669

（注）記載金額は百万円未満を切捨して表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2024年10月 １ 日から）2025年 ９ 月30日まで
（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益剰余金

利益
剰余金
合計

オープン
イノベー
ション
促進
積立金

繰越
利益
剰余金

当 期 首 残 高 20,149 19,932 19,932 35 375 175,171 175,581

事業年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 86 86 86

剰 余 金 の 配 当 △19,346 △19,346

当 期 純 利 益 79,669 79,669

自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 86 86 86 − − 60,322 60,322

当 期 末 残 高 20,235 20,018 20,018 35 375 235,493 235,904
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株主資本 評価・換算差額等

新株
予約権

純資産
合計自己

株式
株主
資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等
合計

当 期 首 残 高 △19,896 195,767 20 20 773 196,561

事業年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 172 172

剰 余 金 の 配 当 △19,346 △19,346

当 期 純 利 益 79,669 79,669

自 己 株 式 の 取 得 △24,999 △24,999 △24,999

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 11 11 225 236

事業年度中の変動額合計 △24,999 35,495 11 11 225 35,732

当 期 末 残 高 △44,895 231,262 32 32 998 232,293

（注）記載金額は百万円未満を切捨して表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１） 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２

条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算
報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方
法によっております。

（２） 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、建物並びに2016年４月１日以降に取得した建
物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ８〜18年
車両運搬具 ３〜６年
工具、器具及び備品 ２〜20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいております。
③ 長期前払費用

定額法を採用しております。

2025年11月26日 09時54分 $FOLDER; 85ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



― 85 ―

④ リース資産
リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採

用しております。

（３） 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務

決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
す。

（４） 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し
ております。

② 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しておりま

す。

（５） 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであ
ります。
① ブランドの使用許諾料

ブランドの使用許諾は、当社の子会社に対して契約期間にわたり知的財産にアクセス
できる権利を付与するものであり、当社の子会社に対し、子会社の商号、事業ブランド
及びその他の商品・サービス等の標章に当社のブランドを使用する許諾をする義務を負
っております。
当該履行義務は、ブランドを使用した当社の子会社が収益を計上するにつれて充足さ

れるものであることから、当社グループ会社の売上高に、一定の料率を乗じた金額を収
益として認識しております。
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② 業務委託料
当社の子会社への契約内容に応じた受託業務を提供する義務を負っております。
当該履行義務は、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当

該時点で収益を認識しております。
③ 配当金収入

当社の子会社からの受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識してお
ります。配当金収入については、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号
2019年７月４日 企業会計基準委員会）等の範囲に含まれる金融商品に係る取引であ
るため、顧客との契約から生じる収益の対象外となります。

（６） その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
① ヘッジ会計

原則として、繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしてい
る金利スワップについては特例処理によっております。

② 消費税等の会計処理
控除対象外消費税等については、期間費用として処理しております。
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２．会計上の見積りに関する注記
（市場価格のない関係会社株式の評価）

（１） 当事業年度の計算書類に計上した金額
当事業年度の貸借対照表に計上した関係会社株式の残高は206,391百万円であり、全て

が市場価格のない関係会社株式であります。
（２） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 算出方法
市場価格のない関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額としていますが、

実質価額が著しく下落した時は、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を
除き、その実質価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価との差額を当期の損失とし
ています。

② 主要な仮定
実質価額が著しく下落した時とは、発行会社の財政状態の悪化により、実質価額が取

得原価の50％超下落した場合と定めています。
また、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合とは、実質価額が取得原価

にほぼ近い水準まで回復する見込みがあることを合理的な根拠をもって予測できる場合
と定めています。この回復可能性の検討に当たっては、事業計画等の一定の仮定に基づ
いています。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
上記の仮定は経営者の最善の見積りと判断により決定しており適切であると考えてい

ますが、将来の事業計画や経済条件等の変化によって影響を受ける可能性があり、見直
しが必要となった場合、将来の計算書類において認識する金額に影響を与える可能性が
あります。
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３．貸借対照表に関する注記
（１） 有形固定資産の減価償却累計額 473百万円

（２） 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分掲記されているものを除く）
短期金銭債権 6,146百万円
長期金銭債権 0百万円
短期金銭債務 88百万円

（３） 債務保証及び保証予約
① 関係会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。

㈱オープンハウス・ディベロップメント 189,709百万円
㈱アイビーネット 12,854百万円
㈱オープンハウス・リアルエステート 32,785百万円
㈱ホーク・ワン 1,644百万円

② 関係会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証予約を行っております。
㈱ホーク・ワン 42,049百万円
㈱メルディア 18,947百万円
㈱ＭＡＩ 3,789百万円

（４） 財務制限条項
当社は金融機関とシンジケートローン及びタームローン契約等を締結しており、本契約

には連結貸借対照表及び連結損益計算書等より算出される一定の指標等を基準とする財務
制限条項が付されております。
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４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
営業収益 90,786百万円
営業費用 613百万円
営業取引以外の取引高 4,165百万円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 8,174,834株

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 134百万円
未払社会保険料 19百万円
資産除去債務 55百万円
子会社株式 917百万円
その他 315百万円

繰延税金資産小計 1,442百万円
評価性引当額 △917百万円

繰延税金資産合計 525百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △14百万円

繰延税金負債合計 △14百万円

繰延税金資産の純額 510百万円
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７．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

(％)
関連当事者との

関係 取引内容 取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

子会社

㈱オープンハウス 所有
直接 100.0

役 員 の 兼 任
資 金 の 貸 付

資 金 の 貸 付
（*1） 5,000 関 係 会 社

短期貸付金 5,000
資金の回収 7,000
利 息 の 受 取
（*1） 93 未 収 収 益 8

㈱オープンハウス・
ディベロップメント

所有
直接 100.0

役 員 の 兼 任
費 用 の 立 替
資 金 の 貸 付
債 務 保 証
被 債 務 保 証
配当金の受取

事務管理業務
等の費用立替
（*2）

1,399

未 収 入 金 1,101不動産賃借料
の立替（*3） 425
出向者に係る
人件費等の立
替（*4）

290

資金の貸付
（*1） 213,000

関 係 会 社
短期貸付金 153,000

資金の回収 176,800

利 息 の 受 取
（*1） 1,725 未 収 収 益 175

債 務 保 証
（*5） 189,709

未 収 収 益 49
保証料の受取
（*5） 185

被債務保証
（*6） 60,505

未 払 費 用 15
保証料の支払
（*6） 64

配当金の受取 50,000 − −
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種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

(％)
関連当事者との

関係 取引内容 取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

子会社

㈱アイビーネット 所有
直接 100.0

役 員 の 兼 任
資 金 の 貸 付
債 務 保 証

資 金 の 貸 付
（*1） 68,423

関 係 会 社
短期貸付金 50,523

資金の回収 59,429

利 息 の 受 取
（*1） 930 未 収 収 益 286

債 務 保 証
（*5） 12,854

未 収 収 益 3
保証料の受取
（*5） 12

㈱オープンハウス・
リアルエステート

所有
直接 100.0

役 員 の 兼 任
資 金 の 貸 付
債 務 保 証
配当金の受取

資 金 の 貸 付
（*1） 49,100

関 係 会 社
短期貸付金 44,100

資金の回収 43,313

利 息 の 受 取
（*1） 794 未 収 収 益 65

債 務 保 証
（*5） 32,785

未 収 収 益 9
保証料の受取
（*5） 40

配当金の受取 12,000 − −

㈱オープンハウス・
アーキテクト

所有
直接 100.0

役 員 の 兼 任
被 債 務 保 証

被債務保証
（*6） 60,505

未 払 費 用 15
保証料の支払
（*6） 64
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種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

(％)
関連当事者との

関係 取引内容 取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

子会社

㈱ホーク・ワン 所有
直接 100.0

役 員 の 兼 任
債務保証予約
被 債 務 保 証
配当金の受取

債務保証予約 42,049 − −

被債務保証
（*6） 6,402

未 払 費 用 1
保証料の支払
（*6） 7

配当金の受取 10,000 − −

㈱メルディア 所有
直接 100.0

役 員 の 兼 任
資 金 の 貸 付
債務保証予約

資 金 の 貸 付
（*1） 12,000

関 係 会 社
短期貸付金 8,000

資金の回収 10,500

債務保証予約 18,947 − −

取引条件及び取引条件の決定方針等
*1．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
*2．発生費用のうち各子会社等に帰属する事務管理業務費用、採用教育費等の金額につ

いて未収入金へ振り替えているものであります。
*3．不動産賃借料のうち各子会社等に帰属する金額について未収入金へ振り替えている

ものであります。
*4．出向者に係る人件費等の立替は、実際発生額を精算したものであります。
*5．銀行借入に債務保証を行ったものであり、年率0.1%の保証料を受領しております。
*6．銀行借入に債務保証を受けたものであり、年率0.1%の保証料を支払っております。
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８．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報については、「１．重要な会計方針に係る事項に関す

る注記（５）収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略してお
ります。

９．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産 2,055円32銭
１株当たり当期純利益 692円62銭

10．重要な後発事象に関する注記
（自己株式の消却）
連結注記表「12.重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を

省略しております。

（自己株式の取得及び消却）
連結注記表「12.重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を

省略しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年11月25日

株式会社オープンハウスグループ
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 矢 野 浩 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 福 島 啓 之

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社オープンハウスグループの2024年10月1

日から2025年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社オープンハウスグループ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
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意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査
に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年11月25日

株式会社オープンハウスグループ
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 矢 野 浩 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 福 島 啓 之

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社オープンハウスグループの2024年

10月1日から2025年9月30日までの第29期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年10月1日から2025年9月30日までの第29期事業年度における取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとお
り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年11月25日
株式会社オープンハウスグループ 監査役会

常 勤 監 査 役
（社内監査役） 小 山 恵 ㊞
監 査 役
（社外監査役） 松 本 耕 一 ㊞
監 査 役
（社外監査役） 佐 々 木 聖 子 ㊞

以 上
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

会場ご案内図
東京會舘丸の内本舘７階「ロイヤル」
東京都千代田区丸の内三丁目２番１号

電 話 03(3215)2111

＜各最寄り駅からのご案内＞

Ｊ Ｒ：・京葉線「東京駅」６番出口より徒歩3分
▶６番出口より直結の地下コンコースをご利用いただけます。

・「有楽町駅」国際フォーラム口より徒歩５分
・「東京駅」丸の内南口より徒歩10分

地下鉄：・東京メトロ千代田線「二重橋前＜丸の内＞駅」（代々木上原方面出口）
・東京メトロ有楽町線「有楽町駅」（和光市方面出口）
・都営三田線「日比谷駅」（高島平方面出口）
▶ B5出口より直結の地下コンコースをご利用いただけます。

・東京メトロ日比谷線「日比谷駅」（北千住方面出口）
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